
 

＜参照条文（関連部分抜粋）＞ 
 
○著作権法 

（視覚障害者等のための複製等） 
第三十七条 （略） 
２ （略） 
３ 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者（以下この

項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する

事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によ

りその表現が認識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含

む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の

著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体

として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同

条第四項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で

当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供す

るために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声

にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複

製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、

著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受け

た者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式

による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 
 
○著作権法施行令 

（視覚障害者等のための複製等が認められる者） 
第二条 法第三十七条第三項（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条

第一項において準用する場合を含む。）の政令で定める者は、次に掲げる者

とする。 
一 （略） 
二 前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行

う法人（法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。）で次に掲げ

る要件を満たすもの 
イ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、

自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。）

を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有し

ていること。 
ロ 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な

法に関する知識を有する職員が置かれていること。 
ハ 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること（当該名簿を



 

作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿

を確認していること）。 
ニ 法人の名称並びに代表者（法人格を有しない社団又は財団の管理人を

含む。以下同じ。）の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項に

ついて、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。 
三 視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業

の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長

官が指定するもの 
２ 文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をイン

ターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 
 
○著作権法施行規則 

（公表事項） 
第二条の三 令第二条第一項第二号ニの文部科学省令で定める事項は、次に掲

げるものとする。 
一 視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容（法第三十七条第三項

（法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する

場合を含む。）の規定により複製又は公衆送信を行う著作物等の種類及び当

該複製又は公衆送信の態様を含む。） 
二 令第二条第一項第二号イからハまでに掲げる要件を満たしている旨 

 
（公表方法） 

第二条の四 令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定め

るウェブサイトへの掲載により行うものとする。 
 
○著作権法施行規則第二条の四の規定に基づき文化庁長官が定めるウェブサ

イトを定める件 
著作権法施行規則（昭和四十五年文部省令第二十六号）第二条の四の規定

に基づき、文化庁長官が定めるウェブサイトとして、一般社団法人授業目的

公衆送信補償金等管理協会のウェブサイトを定め、公布の日※から施行する。

なお、平成三十年文化庁告示第百十五号は、廃止する。 
 
※ 公布日は平成３１年３月２９日 


